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水槽付消防ポンプ自動車仕様書（Ⅱ型） 

１．総則 

 (1)  この仕様書は、各務原市消防本部（以下「消防本部」という。）が購入するⅡ型水槽

付消防ポンプ自動車（以下｢車両｣という。）の製作に関する仕様について定める。 

(2)  車両の製作は、この仕様書及び製作承認図等（契約後受注者にて製作すること。）に

よる他、防衛施設周辺消防施設整備事業補助金交付要領の関係法令に従うこと。 

(3)  車両は、道路運送車両法及び道路運送車両法の保安基準に適合し、緊急自動車として

の承認が得られること。 

(4)  受注者は、契約にあたりこの仕様書を了承し、不明な点については、消防本部担当員

に質問し充分に熟知した上で契約すること。 

(5)  受注者は、契約後仕様書詳細について消防本部担当員と打合せを行い、製作承認図等

を消防本部に提出し、承認を得て製作に着手すること。 

(6)  受注者は、契約後製作にあたりこの仕様書に質疑が生じた場合には、消防本部担当員

に連絡の上承認又は指示を受けること。 

(7)  受注者は、製作にあたりこの仕様書を変更する必要が生じた場合には、消防本部担当

員と打合せの上、変更承認図を提出し、承認を得ること。 

(8)  受注者は、製作全般にわたり厳重な検査を実施すること。 

(9)  受注者は、設計、製作、材料及び部品等に関し、特許その他権利上の問題が発生した

場合には、その責任を負うこと。 

(10)  受注者は、消防本部担当員立会いのもとで、艤装検査等必要な検査を受けること。 

(11)  車両は、消防用車両の安全基準検会が定める「消防用車両の安全基準について」の項

目を満足し、製造工場については、ＩＳＯマネジメントシステムの認証を受けている

もの又はこれと同等の品質管理システムを構築していること。 

  また、環境負荷の低減に努めるため、解体・リサイクルにおける取組として、一般社

団法人日本自動車車体工業会が定める環境基準適合ラベルを取得すること。 

(12)  車両完成時には、「消防用車両の安全基準について」を満足しているかの検証の為、

工場出荷前に下記検査を行うものとし、検査時の写真及び転覆角度実測証明書を納入

時に提出すること。 

① 完成車重量測定検査 

② 完成車転覆角度検査 

③ 完成車悪路走行試験 

④ 完成車登坂走行試験 

(13)  性能の確認 

   ① ポンプ性能 

  日本消防検定協会が実施する受託試験に合格すること。 
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② 圧縮空気泡消火装置（ＣＡＦＳ） 

  (財)日本消防設備安全センターによる評定試験に合格すること。 

(14)  納期は、次の通りとすること。 

  ①  納 期  ： 令和５年３月１０日 

② 納入場所 ： 各務原市那加桜町１丁目６９番地 各務原市消防本部 

③ 補  足 ： 新規検査及び新規登録を受け、消防本部に納入すること。なお 

      納入検査前の事故及び破損について、消防本部は一切の責任は負 

      わないものとする。納入検査後は東部方面消防署に配備すること。 

(15) 補足 

① 登録緒費用 ：登録に関する一切の経費に関しては本契約に含めるものとする 

こと。但し、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料及びリサ 

イクル料金は除く。 

② 非課税緒費用：登録申請手数料、検査に係る印紙証紙代及びナンバープレート 

        交付手数料とすること。 

③ 検 査   ：「消防用車両の安全基準について」において示されている「第３

者機関による認証」については、日本消防検定協会による安全基

準への適合の検証を行うこととし、特殊消火装置については公

表性能の保証、品質確保を証明するために（財）日本消防設備安

全センターによる評価試験に合格したものであること。但し、消

防ポンプ自動車に係る受託個別試験手数料および特殊消防自動

車に係る個別鑑定手数料は受注者が負担すること。 

④ 契約完了   ：車両納入検査に合格した時点を契約の完了とする。 

⑤ 講 習   ：消防用車両の安全基準検討会が策定した「消防用車両の安全基

準について」に基づき、受注者は契約完了後に車両講習、安全操

作技能及び点検整備について各専門業者による講習を受注者の

責任において実施すること。なお、安全操作技能講習及び点検整

備講習についての費用は受注者の負担とし、別途協議の上、日程

を決定するものとすること。 

２．提出書類 

(1)  受注者は契約後、次の書類を３部提出すること。 

① 製作工程表 

② 製作承認図（艤装５面図） 

③ 電気配線図 

④ 積載物品配置図 

⑤ ダッシュボードパネル及びコンソールボックスパネル取付品仕様図 

⑥ 助手席及び後部座席空気呼吸器取付仕様書 
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⑦ 主ポンプ、真空ポンプ関係配置図 

⑧ 動力伝達配置関係図 

⑨ その他消防本部が指示する書類を提出すること。 

(2)   受注者は、納入時に次の書類を３部提出すること。 

① ポンプ取扱説明書 

② ポンプパーツリスト 

③ 車両取扱説明書 

④ ポンプ性能試験成績表 

⑤ 受託試験合格及び安全基準適合プレート写し 

⑥ 工程写真 

＊ 製作中各工程（シャシ、組立中、塗装後） 

＊ 試験実施工程（転覆角度試験、重量実測試験、放水試験、登坂走行試験、悪

路走行試験） 

⑦ 転覆角度実測証明書（公的に証明できるもの） 

⑧ 車両取付け品、積載品及び附属品の取扱説明書並びに品質保証又は性能評価証 

明書 

⑨ ポンプ鑑定合格プレート写し 

⑩ 圧縮空気泡消火装置（ＣＡＦＳ）性能評定試験合格プレートの写し 

⑪ 圧縮空気泡消火装置（ＣＡＦＳ）性能評定試験合格証明書類 

⑫ その他消防本部が指示する書類を提出すること。 

３．概要 

 本車両は、下記のシャシにＡ－２級ポンプを装備し、２，０００Ｌの水槽を装備した

四輪駆動方式で圧縮空気泡消火装置（ＣＡＦＳ）を装備し、積載水と併せて無圧水利、

消火栓等の有圧水利より強力な放水をなし、一般火災に対し速やかに活動出来るもの

とする。 

４．仕様シャシ 

(1)  消防車専用シャシ（ダブルキャビンハイルーフ型） 

(2)  エンジン        ディーゼルエンジン（最新の環境基準適合車） 

(3) トランスミッション   オートマチックトランスミッション 

(4) ホイルベース      ３．５ｍ以上４ｍ未満 

(5)  検定出力        １５０ＰＳ以上 

(6)   駆動方式        四輪駆動 

(7) 乗員人数        ５名（前部２名、後部３名） 

(8) ＰＴＯ         水ポンプ用ＰＴＯ（非常用含む） 

(9) バッテリー       ２４Ｖ－１００ＡＨ以上 

(10) オルタネーター     ２４Ｖ－１００Ａ以上 
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(11) 走行装置        パワーステアリング装置 

(12) 安全装置        ＡＢＳ装置、エアーバック、エアーブレーキ方式 

              車線逸脱防止装置、衝突被害軽減装置 

(13) 坂道発進補助装置 

(14) チルト装置       電動油圧式 

(15) オイルパンヒーター   キャプタイヤコード １０ｍ以上付き 

(16) 熱線ヒーター付電動リモコンミラー、電動格納ミラー 

(17) 車両後退警報機 一式（音声指示付き） 

(18) ラジオ         ＡＭ・ＦＭ 

(19) 時計          一個 （車種標準とする） 

(20) フロアーマット     前席及び後席 

(21) ステンレスナンバーフレーム 

(22) スタッドレスタイヤ（アルミホイール付き） 

(23) 車輪止め        設置場所は別途協議 

(24) 鍵は３個（イモビライザーキーレスエントリー１、集中ドアロック付き２） 

(25) その他（エアコン（後部座席吹出付）付き、エアロスポイラ、シャシ DPR インジケ

ータ（左右ポンプ室内でも表示）、パワーウインドウ、キャビン各ドア上部にサイ

ドバイザーを取り付け） 

５．水ポンプ装置 

(1) 水ポンプ 

① ポンプ性能 Ａ－２級 

（ア） 送水圧力０．８５Ｍｐａにおいて放水量２，０００Ｌ／ｍｉｎ以上 

（イ） 送水圧力１．４０Ｍｐａにおいて放水量１，４００Ｌ／ｍｉｎ以上 

(2) 水ポンプ及び圧縮空気泡消火装置（ＣＡＦＳ）は、シャシエンジンのフルパワーＰ

ＴＯにより駆動され、ＰＴＯの操作は運転席に設けられたレバー又はスイッチにより

行うものとすること。 

(3) 水ポンプはスペースを確保できるよう小型化する為、コンパクトなインデューサー

付１段ボリュートポンプとすること。 

(4) 材質は、各装置による重量増加を解消する為、サイドカバーをアルミ製とすること。

但し、インペラーについては砂利等の混入にも対応できるよう、強度、腐食性を考慮し、

青銅鋳鉄とすること。なお、グランド部は不凍液等を必要としない完全メンテナンスフ

リーメカニカルシールとすること。 

６．真空ポンプ 

(1) 真空ポンプはスペースの有効利用、軽量化及びメンテナンス性の観点からエゼクタ

ー方式を用いること。また、圧縮空気泡消火装置（ＣＡＦＳ）のコンプレッサーから吐

出される空気を利用して真空状態を形成し、揚水できる構造とすること。なお、操作
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は押ボタン式スイッチによるものとすること。 

(2)   操作はパネルスイッチによるものとし、駆動装置は円滑に作動し、揚水完了後は自

動的に停止すること。なお、非常用の別系統スイッチ及び非常用圧力計・連成計を車体

右ポンプ操作部付近に設けること。また、外部からの空気供給口を設け、空気呼吸器用

ボンベを利用し揚水を可能なこと。 

   真空性能 ： 吸管外端閉塞にて３０秒以内に大気圧の８４％ 

７．安全機能装置付ポンプ操作装置 

圧力計、連成計、スロットル、真空ポンプ作動、停止スイッチ、多目的液晶ディス

プレイ及びパネルスイッチが一体となったポンプ操作装置を車体左右に設け、操作員

が容易かつ安全にポンプ操作が行えるよう、次の機能を有するものとすること。 

(1) 多目的液晶ディスプレイには次の表示とすること。 

①  冷却水及び真空ポンプ作動タイムに対する警告表示 

② 各ボールコックの開閉状況（ポンプ配管略図付） 

③ 揚水確認表示 

④ ポンプ圧力 

⑤ ポンプ連成圧 

⑥ 流量計（流量増加に伴い、表示部色が段階的に変化すること） 

⑦ 積算流量計 

⑧ ポンプ回転計 

⑨ ポンプ使用時間計 

⑩ 機器簡易取扱説明・故障対策 

⑪ 自動調圧機能 

⑫ タンク吸水コック開閉スイッチ 

⑬ シャシ DPR インジケーターランプ 

(2) 真空ポンプ操作は、左右連動式とし、ボタン操作で揚水まで行える構造とすること。 

(3) 圧力計及び連成計は、電子式（内部照明灯付）とし、振動等でも針振れがない構造

とすること。 

(4) ポンプスロットルは、電子式スロットルとし、左右とも右回転することによってエ

ンジン回転速度が上昇できる構造とし、スロットルの作動状態については、左右側ポ

ンプ操作装置に設けた多目的液晶ディスプレイに表示すること。 

(5) 非常時における真空ポンプ及びスロットル操作は、ポンプ室右側（運転席側）に設

けた別回路の手動操作装置にて操作が行えること。なお、表示はＰＴＯを入れた時の

み反応すること。 

(6) 多目的液晶ディスプレイ内の各表示切換は、パネルスイッチ式とすること。 

(7) 昼間、多目的液晶ディスプレイが確認しやすいよう、７．０型（インチ）ワイド液晶

とし、自動調光機能を装備、高コントラスト比の低反射型硬質パネルとすること。 
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(8) 機関員の誤操作防止の為、ＰＴＯ及びポンプ操作盤メインスイッチを作動させない

限り、ポンプスロットルが操作できない構造とすること。 

(9) ポンプ操作装置の多目的液晶ディスプレイ内に放水流量を表示し、安全確認しやす

いよう、流量の増加に伴い段階的に流量表示部の色が変わるようにすること。なお、

流量計は各吐水口に各１個設け、左右どちら側でも表示確認及び拡大表示ができるこ

と。 

(10)  安全装置等 

① ポンプスロットルは、誤操作等によるポンプ圧力の急激な変化を防止する為、 

スロットルを任意の位置で固定できる構造とすること。但し、スロットル固定機 

能使用中においてエンジン回転下降側（安全方向）には、操作が行えること。 

② 自動調圧設定機能を設け、ポンプ操作盤パネルスイッチで圧力設定操作ができ 

ることとし、スロットルで操作又はワンタッチ操作で自動調圧が解除できること。 

また、圧力設定値に対し、中継圧力が異常に低圧又は高圧になった場合の警報装 

置を設けること。 

③ 真空ポンプは、破損防止の為、自動揚水時エンジン回転が一定回転以上では作 

動しない構造とすること。また、回転が高い場合に真空ポンプを作動させた際は 

自動的にエンジン回転をアイドリングに低下させた後に、真空ポンプ作動の適正 

回転まで上昇する構造とすること。 

④ 吐水ボールコックは、操作レバーを回転させることにより開閉状態が保持でき

る構造とすること。 

⑤ 車体左右にポンプ回転計を設けること。 

⑥ 車体左右に圧力計及び連成型を設け、寒冷時において凍結の心配のない電子式

とし、夜間でも快適に操作ができるよう、透過光照明付のものを使用すること。 

⑦ 現場での万一のトラブルや、練習先での確認事項に冷静に対処することができ

るよう、取扱説明書データが、拡大・縮小にて表示できること。 

⑧ 各吐水コックはノブを回すことによってロックできる構造とすること。 

⑨  ＰＴＯがつながっていない場合は、全てのスロットルダイヤルを操作してもエ

ンジン回転操作が出来ない構造とすること。 

⑩  放水操作時の目安となるように放水時の左右吐水配管の反動力の表示をするこ

と。 

⑪ 不具合が発生した場合に、原因の特定を容易にするため、ダイアグ機能を設け、

エラー履歴を１０件程度記録し、多目的液晶ディスプレイ内で確認できること。 

⑫ 各種警報音吹鳴時に警報内容の説明及び対処方法を併せて多目的ディスプレイ

内に表示させることにより、機関員の活動を補助できるものであること。 

⑬メンテナンス性向上のため IOT システムを活用し、故障時の遠隔診断が行える機

能を備えること。 
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８．圧縮空気泡消火装置（ＣＡＦＳ） 

(1) 装置は、公表性能の保証、品質確保を証明するために、第３者機関である（財）日本

消防設備安全センターによる評定試験に合格した装置とし、水ポンプ装置から送られ

てきた水を利用して、混合器で作られた混合液にコンプレッサーを用いて圧縮空気を

送り込み、配管内部で泡状にして発泡できる装置で、少量の水で効率の良い泡消火が

出来るものとすること。また、発砲倍率が任意設定可能な５倍～１０倍の消火・火炎

鎮圧用湿式泡（ウエット泡）と発砲倍率が任意設定可能な１６～２０倍の延焼防止・

残火処理用乾式泡（ドライ泡）の２種類の泡について、泡管鎗を用いることなく吐出

可能なものとすること。 

(2) 圧縮空気泡消火装置（ＣＡＦＳ）は、水ポンプ装置から高い圧力を受けても１．０Ｍ

ｐａに減圧される構造とすること。 

(3) 性能 

①  最大水流量６００Ｌ／ｍｉｎ以上、最大空気吐出量３，２００Ｌ／ｍｉｎ以上

とし、最大泡吐出量３，８００Ｌ／ｍｉｎ以上とすること。 

②  ２線同時に放射しても十分な吐出量が得られること。なお、泡の吐出状態を確

認するための泡流量、泡放水時の水のみの流量（泡流量表示と切替式可）、気水比

表示、原液濃度、泡質、コンプレッサー油温、各種警告の表示及び圧縮空気泡消火

装置（ＣＡＦＳ）操作に関わる情報表示を左右のポンプ操作盤同一の多目的液晶

ディスプレイ内に設け、確認が行えるようにすること。また、公表性能の保証、品

質確保を証明するために、第３者機関である（財）日本消防設備安全センターによ

る評定試験に合格した装置とすること。 

③  初期消火及び残火処理等、あらゆる使用用途に適するように泡圧力は０．３Ｍ

ｐａ～１．０Ｍｐａ、ポンプ圧力は０．３Ｍｐａから１．５Ｍｐａまで、無段階調

整ができるものとし、放水泡流量はポンプスロットルダイヤルにより任意に設定

できること。 

(4) 操作方法 

①  機関員の負担軽減と、現場活動中の誤操作を防止する為、本装置の操作は左右

ポンプ操作盤に一体式で設けたパネルスイッチで可能なこととし、左右ポンプ操

作盤に設けた多目的液晶ディスプレイを揚水状態から、ワンタッチで圧縮空気泡

消火装置（ＣＡＦＳ）操作モードに切り換えできるものとすること。 

②  湿式泡と乾式泡の切り替え操作は、左右ポンプ操作盤パネルスイッチにてワン

タッチで行えるものとすること。なお、湿式、乾式切り替え及び気水比、原液濃度

の変更操作は泡放水中でも可能なこと。 

③  泡放水から、水放水へ容易に切り替え可能なよう、配管内には逆止弁を設ける

こと。 

(5) 安全機能 
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①  泡消火原液の供給において、何らかの異常が発生した場合は隊員の安全確保の

為、水のみの放射に自動的に切り替わるようにすること。 

②  圧縮空気泡消火装置（ＣＡＦＳ）運転時においての適正な回転数にスロットル

を上げた後においては、スロットルを上げようとしても規定回転以上には回転が

上がらないよう筒先要員安全確保のためのスロットル過回転防止装置を設けるこ

と。 

 (6) コンプレッサー 

①  オイル循環式のロータリースクリュー型コンプレッサーとし，コンプレッサー

の潤滑油は補助冷却器により冷却する構造とすること。なお、補助冷却器は圧力水

の一部の水により冷却されるものとすること。 

②  コンプレッサーはメンテナンスを考慮し国産製品とすること。 

③  コンプレッサーの油温上昇を警告するブザー等を設けること。 

④ コンプレッサーの冷却に使用した水は水槽へ還流するものとすること。また、

切り替えにより、車外にも排出できる構造とすること。 

(7) 混合装置 

①  圧縮空気流量を感知して、コンピュータ演算により自動的に泡原液量を調整し

て混合比設定する電子式比例混合式とすること。また、混合比は左右ポンプ操作

盤パネルスイッチにて変更可能で、放水中でも変更できること。なお、原液濃度の

設定は０．３～１．０％の８段階の設定可能な構造とし、左右の多目的液晶ディス

プレイ内で設定ができ、泡放水は左右の水泡兼用吐水口より可能な構造とするこ

と。 

②  泡原液（クラスＡ）は、検定品の環境に優しいマルチエースとし、車体の適当な

位置にポリ容器据え付け型の原液タンクを設置すること。 

(8) 混合液放射 

 圧縮空気泡消火装置（ＣＡＦＳ）の混合装置を利用し、クラスＡ混合液のみでも放水

可能なこととし、本操作についても、ポンプ操作盤パネルスイッチにて操作可能とする

こと。 

(9) 原液槽 

①  スペースの有効利用の観点から、原液槽は２０Ｌ入りポリ容器が据え付けられ

る構造とし、据え付けたポリ容器から原液を吸液できる構造とすること。 

②  消火中、原液がなくなった場合でも、外部から吸液できる構造とすること。 

(10)  その他 

①  圧縮空気泡消火装置（ＣＡＦＳ）での泡消火作業は、ポンプ室左右の水ポンプ前

方側吐水口を使用し、ボタン操作により、容易に泡放水と水放水の切り替えが可

能な配管構造とすること。なお、隊員が現場で操作性及び誤操作防止のためにも、

消火泡吐出口を専用で設けないこと。 
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②  圧縮空気泡消火装置（ＣＡＦＳ）は全てポンプ室内に収納し、各ボックス内のス

ペースには、ホースや資機材を有効に積載できること。 

③ 圧縮空気泡放水中でも援護注水用にポンプ室左右の後方側放水口のどちらか１

口から通常放水ができること。 

④ 圧縮空気泡消火装置（ＣＡＦＳ）操作は容易に可能なものとし、あらかじめ混合

比及び発砲倍率を設定でき、圧縮空気泡消火装置（ＣＡＦＳ）作動ボタンと吐水コ

ックのみの開で、泡放水が可能なこと。 

⑤ コンプレッサーの油温計を多目的液晶パネル内に設けること。 

⑥ 圧縮空気泡消火装置（ＣＡＦＳ）の切り替えコックは泡放水と水放水の切り替

え時に自動で開閉すること。 

⑦ 中継口より有圧水を受水した場合でも使用可能なこと。 

９．水槽 

(1) 水槽はポンプ室上部前方に設け、容量２，０００Ｌ型でステンレス製またはポリプ

ロピレン製とし、振動、衝撃及び水圧等により変形、水漏れ等がないこと。また、内

部には防波板を設けること。 

(2)  水槽左右側面付近に水量計を設け内部には浮子を入れ目盛りを表示し水量を分かり

易くすること。なお、多目的液晶ディスプレイに内蔵すること。 

(3)  水槽下部にはドレン、上部にオーバーフローパイプ及びマンホールを設けること。

また、マンホールの蓋は容易に開閉できる構造で上面の突起は極力少なくし、防錆及

び軽量化を考慮し、ＦＲＰ製とすること。 

(4)   水槽とポンプの給水側との間に７５ｍｍ電動ボールコックを設け、多目的液晶ディ

スプレイにて開閉操作が行えること。また、ポンプの吐水側から水槽へ送水出来る構

造とする。 

(5) 水槽内部は、点検、清掃等に支障のない構造とすること。 

(6) 水槽内の水は、使用後残水のない構造とし、水槽底部に完全に排水ができるドレン

パイプを設け、操作の容易な位置にドレンバルブを取り付けること。 

(7) 水槽保護の為、タンク吸水コックが開いている状態で、中継コック及び吸水コック

を開いた場合は、自動的にタンク吸水コックが閉じる構造とすること。 

(8) 各配管には、ドレンコックを操作が容易な位置に取り付けること。 

(9) 全ての蓋金具は、落下防止のため車体にステンレス製の鎖で連結すること。 

(10) 補水口（ボールコック式積水口）を設け、水槽への水の補給条件（送水圧力）を表示

すること。 

(1１) 多目的液晶ディスプレイ内に、タンク水放水時のおおよそ後何分放水可能か表示す

る機能を設けること。 

１０．吸水口 

(1) 吸水口は、消防呼称７５ｍｍボールコック（ストレーナ付き）とし、車両両側に各１
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個設け、７５ｍｍ×１０ｍの軽量ソフト吸管（ストレナー、塵除け籠、吸管ロープ付き）

吸口エルボにて常時接続する連続呼水装置付構造とすること。また、吸口エルボは吸管

により車体を傷つけないようスーパースイングとする。なお、レバーは左右とも前方向

で開とすること。 

(2) 吸水用パイプ、ボールコック等の排水が完全に行える構造とすること。 

１１．放水口 

放水口は、消防呼称６５ｍｍボールコックとし、車両両側に各２個設け、前側左右

各１口については前述の圧縮空気泡消火装置（ＣＡＦＳ）の吐出口と兼用とする。ま

た、レバーは左右とも前方向で開とすること。なお、すべて呼称６５ｍｍと５０ｍｍ

が兼用できる町野式オス媒介マルチ型とすること。 

１２．中継口 

中継口は、消防呼称６５ｍｍボールコックとし、車両両側に各１個設け先端に呼称

６５ｍｍ町野式メス媒介を取り付けること。また、レバーは左右とも前方向で開とす

ること。 

１３．補水口（積水口） 

水槽左右側面に６５ｍｍ補給口（積水口）ボールコックを各１個設け先端に呼称６

５ｍｍ町野式差込式メス金具（蓋付）を取り付け、水槽への水の補給条件（送水圧力）

を表示すること。また、下部にドレン、水槽上部にオーバーフローパイプを設けるこ

と。なお、補水口の位置は別途協議すること。 

１４．自衛噴霧 

(1) 自衛噴霧は車両上部に設置し、左右独立の配管及び開閉バルブを設けること。 

(2) 噴霧ノズル位置は別途協議すること。 

１５．凍結防止装置 

極少量の不凍液を中央吸水部より吸入させて、主ポンプ等主要部の凍結防止を行う

装置を設けること。 

１６．配管排水 

各配管とも完全に排水できるように、ドレンコックを取り付けること。 

１７．キャビンの構造 

(1) キャビンルーフはインナーフレームレス構造のＣＦＲＰ製とし後部室内は隊員が起

立状態で空気呼吸器の脱着や着替え等ができる居住スペースを確保する為、座席車内

高（床及び天井内装材の内法とする）は１,８００ｍｍ以上とし、外観形状はオートク

レーブ製法にて流線構造とすること。また、後面パネルを垂直に立ち上げ加工し、シ

ートライザーの純正位置より更に後方に移設し、後部座席スペースが広く取れるよう

にすること。後部座席前面から中央手摺下部まで３３０ｍｍ以上を確保すること。な

お、後部座席は空気呼吸器内蔵型シートクイックホルダーを３席設けること。前席と

後席の間にステンレス製の手摺を設け、Ｓ字フックを６箇及び書類ボックス等を設け
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ること。 

(2) 助手席は空気呼吸器内蔵型レスキューシートを設けること。 

(3) 各座席は汚損防止シートとすること。 

(4) キャビン内の後部窓付近に、ハンガーフックを４箇所設けること。 

(5) キャビン乗り込み時の接触する箇所にはアルミ板で保護枠を取り付けること。 

(6) キャビンドアは４ドア式とし、各ドア部には乗降用手摺を取り付けること。 

(7)  キャビン前面左右及び中央にＬＥＤ散光赤色警光灯を各１式、作業灯を左右各１式、

中央に電子サイレン用スピーカー及び電動サイレン１個を埋め込み式にて設け、キャ

ビン一体型構造とすること。なお、電子サイレン用スピーカーは前方音量を確保しな

がら、車内側への音量を大幅に削減するアクティブ制御スピーカー埋込式とし、キャ

ビン天井部と一体型形成された構造とすること。 

(8) キャビン左右側面に標識灯を埋め込み式にて設け、キャビン一体型構造とすること。 

(9) キャビン昇降用ステップについては、アルミ二段ステップ（グレーチング式）とする

こと。 

(10)  車両前部バンパー上部は乗れる構造とし、アルミ縞板貼りとすること。（※衝突軽減

装置により張り出しは別途協議） 

(11) フロント部の消防章上部１箇所、キャビン屋根部２箇所に取手を取り付けること。 

(12) キャビン天井部にアルミ縞鋼張りによる落とし込みとし（耐荷重３００ｋｇ、静荷重

１５０ｋｇ）、８箇所（四隅）にＯ環を取り付けること。 

(13) 後部座席上部空間の前方及び後方に、着座時、立位時のいずれにおいても支障のない

範囲で棚を設けること。なお、棚の手前側には収納物の飛び出し防止装置を講ずること。

また、オーバーヘッド部上にも棚を設けること。 

(14) モーターサイレンスイッチについては、操作しやすい位置に設けること。詳細は別途

協議すること。 

(15) 電子サイレンアンプ、１０連スイッチ、各スイッチ類等は、オーバーヘッドコンソー

ルボックス又はセンターコンソールボックス内に取り付けること。 

(16) 音声合成装置内蔵電子サイレンアンプは、サイレンスイッチ操作と連動して警光灯

が作動し、サイレン音出力は５０Ｗ以上でサイズはＤＩＮ規格とし左右折及び後退用

音声警報装置を接続すること。 

(17) メインスイッチを設けること。 

(18) 助手席及び後部座席にＬＥＤフレキシブルマップランプを設けること。 

(19) 消防章を車両前面中央に取付けること。なお、シャシメーカー固有のマークは取り外

すこと。 

(20) 全席ウインドウの上部にサイドバイザーを設けること。 

(21) 全ドア共にパワーウィンドウを設けること。 

(22) 純正エアーコンディショナーを設けること。 
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(23) キャビン内後部席天井に、大型ＬＥＤ室内灯を２箇所設けること。 

(24) キャビン内前席天井に、小型ＬＥＤ室内灯を２箇所設けること。 

(25) キャビン内後部座席前方に手摺を設けること。 

(26) キャビン内に、携帯拡声器２個を保管できる構造とすること。なお、詳細は別途協議 

すること。 

(27) キャビン内に、防爆ライト５個を保管できる構造とすること。なお、詳細は別途協議 

 すること。 

１８．車両の構造 

(1) 車両の完成寸法は、次の通りとする。 

① 全長 ：  ７，３００ｍｍ以下 

② 全幅 ：  ２，３３０ｍｍ以下 

③ 全高 ：  ３，１００ｍｍ以下 

④ 総重量：１２，０００ｋｇ未満 

(2) 艤装は総合的な重量軽減を図り、車両重量のバランスを考慮して製作すること。 

(3) 車体構造は堅牢で耐久性が十分であり、防腐食、防水性及び耐水性を十分配慮して

製作すること。 

(4) 車両の重要な点検箇所及び主要な部分の点検整備に関して、工具類を使用するため

のスペースを確保すると共に、必要箇所には点検口または点検扉を設けること。 

(5) 車両側板は一般構造用圧延鋼材（ＳＳ）及びアルミニウム合金を使用し、各ステップ

はアルミ縞鋼板とすること。また、ポンプ室天井、水槽上面及び水槽後部の器具収納箱

天井はアルミ縞鋼板製とすること。 

(6) 救助用途として２ｔ牽引フック（外れ防止付き）を車両前部に１箇所設け、ワイヤ

ー、シャックルがバンパーに干渉するところに、保護板を設置すること。なお、詳細は

別途協議すること。 

(7) 車体天井は活動に支障が無いように水槽上部にもアルミ縞板にて天井を設け、フラ

ットな構造とすること。但し、マンホール部は扉を設け、メンテナンスが行えること。 

(8) すべての収納ボックスには扉の開閉に連動した自動点灯で作業に支障ない照度の照

明（ＬＥＤライト）を取り付け集中スイッチで操作できること。また、照明灯はボック

ス内になるべく突起しない形で取り付けること。 

(9) 車体前部左右はポンプ室、後部は資機材収納スペースとする。扉はアルミ合金製の

バーシャッターで車体色とし、左右及び後面に設けること。 

(10) 車体左右及び後輪後部は収納スペースとし、完全チェーンレス式ステップ兼用扉を

設け、扉内側はアルミ縞鋼板張りとすること。また、ダンバーによる補助装置を設ける

こと。なお、軽量化及び腐食防止の為、外側表面はＦＲＰ製とする。また、活動中の危

険を防止する為、周囲にＬＥＤ補助警光灯を設け各ドアはシャッター開閉にてロック

がかかること。 
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(11) 後輪フェンダー部は展開でき、内側はアルミ縞鋼板張りステップとして兼用出来る

ものとし、軽量化及び腐食防止の為、外側表面はＦＲＰ製とすること。なお、活動中の

危険を防止する為、周囲にＬＥＤ補助警光灯を設け各ドアはシャッター開閉にてロッ

クがかかること。また、後輪フェンダー内に牽引強度１５０kg 以上のリングフックを

各１箇所以上設けること。 

(12) 車両両側上部には赤色点滅灯、周囲照明灯が取り付けられるようパネルを設けるこ

と。また、車両安定角度確保及び腐食防止の為、材質はＦＲＰ製を使用し車両上面への

昇降及び作業の安全を確保する為、必要箇所に手摺を設けること。なお、車両後部から

の昇降性を加味し、後部の手摺は斜めに取り付けること。 

(13) 車両後面両側のコーナー部は腐食防止のためにＦＲＰ製パーツを設け、丸型ＬＥＤ

コンビネーションランプ（ブレーキ・方向指示・バック）を埋め込み式にて設けること。 

また、活動中の危険を防止する為、角部は曲形状とすること。 

(14) 車両後面には上面への昇降用として、アルミ製展開式はしごを設けること。 

(15) 燃料タンクはポンプ室内に設け、１００Ｌ以上で最大限に設けるものとし給油口は

ポンプ室側面に設けること。 

(16) 積載はしごの積載装置は車体上面に設け、簡単、安全、確実及び迅速に車両後方に昇

降できる装置とすること。また、収納固定については二つの安全ロックを設けること。

昇降方式は、引き出し展開式で容易に昇降できる構造とすること。 

(17) はしご収納枠側面に、とび口２本を取り付けること。 

(18) はしご積載装置に三連はしごを積載すること。また、その上部にかぎ付はしごを取り

付けること。 

(19) バッテリーはボックス内に納め、工具等を必要としない引出し式とし、日常点検が容

易にできる視認性のよい構造とすること。 

(20) 天板上部に、アルミ縞板ボックスを１個取り付けること。また、ボックスのサイズ形

状は別途協議すること。 

(21) 消火器を（ＡＢＣ粉末６ｋｇ型）を取り付けること。また、取り付け位置は別途協議

すること。 

(22) 各収納室にはＬＥＤ式照明灯を必要数設けること。 

(23) 各操作部（ハンドル、レバー、スイッチ等）には名称および操作方法等を明記するこ

と。 

(24) 車両上部には照明灯（クアトロビームＭＳＹ―７５ⅬＰ／ＬＥＤ４灯、手動式伸縮柱

ＰＬ５３５）を２基設置すること。なお、取り付け位置は別途協議すること。 

(25) 後部シャッター内にキャスター付ホース背負い器（MAC-3）を 2 基収納し、必要に

応じて可動棚を設置して、資機材収納スペースを設けること。なお、詳細は別途協議と

する。 

(26) 後部シャッター内に空気予備ボンベを収納でき、ボンベ接地部分は振動時に衝撃の
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ない構造とすること。 

(27) 車両左右側面の中央シャッター内は可動式収納棚とし資機材が飛び出さない構造で

放水器具等が収納できる構造とすること。なお、詳細は別途協議とする。 

(28) 車両には速消ボックス（樹脂製スノコ付）を設けること。詳細は別途協議すること。 

(29) ＬＥＤ路肩灯を左右車体下部に取り付けること。 

(30) ＬＥＤ赤色警光灯をキャビン正面に２個、サイド上部あおり左右に各２個取り付け

ること。 

(31)  ＬＥＤ作業灯をサイド上部あおり左右に各２個取り付けること。 

(32)  後面にはＬＥＤ作業灯・ＬＥＤ赤色警光灯（大阪サイレンＬＦＩＡ－３００）を２

個取り付けること。 

 (33) ＡＣ１００Ｖの電源により、シャシ積載のバッテリーへ自動的に充電する装置（過充

電防止装置）を取り付けること。 

(34) シャシ積載のバッテリーと車両側コンセントを結線すること。 

(35) 車両側コンセントは、車両右側に取り付け、コンセントは防水型のマグネット式とす

ること。詳細は別途協議すること。 

１９．塗装及び記入文字 

(1) 車両は朱色とし、塗装ＶＯＣ（揮発性有機溶剤）削減、環境負荷物質（鉛など）を一

切含んでいない等の環境を配慮したハイソリッドウレタン塗装を使用すること。 

(2) 各ステップはアルミ縞鋼板の場合、地色とすること。 

(3) アルミシャッター部は車体色塗装とすること。 

(4) ポンプ室上面、水槽後部のボックス上面はアルミ縞鋼板の場合、地色とすること。 

(5) 水槽外装は黒色塗装とすること。 

(6) 車両下回りにエポシールを施し黒塗装とすること。また、リヤタイヤハウス内も黒

塗装とすること。 

(7) ポンプ操作部は朱色塗装すること。 

(8) ボックス内はシルバー塗装とすること。 

(9) 車両左右ドア・標識灯・車両左右後部ドア・左右シャッター・後部シャッター・車両

上部には文字等を記入すること。なお、詳細は別途協議すること。 

２０．その他 

(1) 中間検査は消防本部担当員が出向し、受注者立会いのもと実施する。また、検査の日

時は事前に消防本部担当員と協議し、書面にて通知すること。 

(2) 完成検査は、消防本部担当員の立会いのもと行い、全ての艤装、塗装及び装備が完了

した時点とし、納入期限までに補修又は調整ができる余裕日数をもつこと。 

(3) 完成検査を受けようとする時は、当該検査の７日前までに書面により検査の依頼を

すること。  

(4) 保証期間については、完成車納入後１年又はメーカー等で定める期間とし、艤装及
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び設計等に起因する故障等の不都合が生じた場合には、受注者の責任において無償に

より修復等を行うこと。 

(5) 完成車は各部の清掃、グリスアップなど点検整備を十分に行うとともに取扱い説明

を行うものとすること。 

(6) 車両寸法表示板を下図のとおり作成し、キャビン内に貼ること。なお、詳細は別途協

議すること。 

車両名称 水槽付消防ポンプ自動車（Ⅱ型） 

（各務原消防） 

登録番号 岐阜○○○ ○ ○○○○ 

全  高          ｍ 

全  長          ｍ 

全  幅          ｍ 

定  員          名 

車両重量          ㎏ 

タイヤサイズ 

対空表示        ○○○ 

配備年月    令和○年○月 

     縦１０ｃｍ×横１２ｃｍ程度 プラスチック板 

(7)  妨害又は不当要求に対する通報義務 

①  受注者は契約の履行に当たって暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会

通念等に照らし合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約

の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、市長及び各務原警察署長へ通報しな

ければならない。なお、正当な理由がなく通報がない場合は入札参加資格停止の

措置を行うことがある。 

②  受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間

内に業務を完了することができないときは、契約書に基づき協議を行うものとす

る。 

(8) その他 

①  受注者は、社会情勢等やむを得ない理由により、納入期限内に納入を完了する

ことができない場合は、令和５年 1月１４日までに納入期限の延長について担当

職員と協議すること。 

②  その他、本仕様書等に記載のない事項については、担当職員と協議しその指示

に従うこと。 

 


